
　　　　　　　

宇治市文化芸術活動 動画配信事業

動画作品 募集
YouTube内の「宇治市文化芸術活動おうえんチャンネル」へ掲載する動画作品を募集します

★申込み対象者（①～③に該当する個人・グループ）
①宇治市内での文化・芸術活動の実績があり、申込時点で活動をしている個人・団体
②個人の場合は、宇治市在住・在学・在勤者
③団体の場合は２分の１以上が宇治市在住・在学・在勤者であること

文化センターで撮影した動画の場合（無観客での動画撮影・編集を行います）
●撮影日︓令和３年８月２９日(日)・９月４日(土)・５日(日)

午前９時から午後５時のうち舞台使用は３０分、動画は１５分以内で作成
●場所︓文化センター大ホール ●撮影︓市が指定する者
●その他注意事項︓ ・希望者多数の場合は、初めて参加する人を優先に調整のうえ抽選となります

・附属設備等の使用には制限があります
・７月９日（金）１９時～生涯学習センターでの説明会にご参加をお願いします

●募集期間︓令和３年５月１８日（火）～６月１８日（金）(必着)
●申込方法︓所定の申込用紙(別記様式2)に必要事項を記載し、メールまたは郵送で申し込みください

お問い合わせ先 宇治市芸術文化協会(上記申込先のとおり) または
宇治市役所文化スポーツ課 電話 0774-20-8724 メール bunkasportska@city.uji.kyoto.jp

★１団体（個人）１作品の応募となります

作成した動画を応募する場合（ご自身で作成・編集した動画）
●募集期間 令和３年５月１８日（火）～１２月１５日（水）(必着)
●申込方法 ・所定の申込用紙(別記様式1)及び動画に関する確認書に必要事項を記載し、動画作品を添えて

郵送で申し込みください
・動画はＵＳＢ又はＳＤカードに入れ、ファイル形式はＭＰ４でご準備ください
(原則として提出いただいたＵＳＢやＳＤカードは返却いたしません)

★募集する動画作品 ⇒裏面をご覧ください

申込み先 宇治市芸術文化協会 〒611-0023 宇治市折居台1丁目1番地 文化センター内
電話 0774-22-6070(火～金曜日(祝日除く)10時～正午) FAX 0774-22-6070
メール ujigeibunkyou21@gmail.com

音楽・美術・写真・演劇・舞踊 など・・・掲載する動画作品をご応募ください
希望者には、文化センターでの動画撮影・出張撮影の支援も行います

出張撮影の場合（展示会などへ出張し動画撮影・編集を行います）
●撮影日︓令和３年７月１日(木)～１１月３０日(火)のうち、希望日で行います

(撮影者の都合等により希望に沿えないことがあります)(
●場所︓宇治市内のご希望される場所 ●撮影︓市が指定する者
●その他注意事項︓・希望者多数の場合は、調整のうえ抽選となります

・撮影が決定した団体(個人)を対象に個々に事前の打ち合わせを実施しますので
ご参加をお願いします。(日程は後日連絡します)

●募集期間 令和３年５月１８日（火）～６月１８日（金）(必着)
●申込方法 所定の申込用紙(別記様式3)に必要事項を記載し、メールまたは郵送で申し込みください

宇治市文化芸術活動

おうえんチャンネル ＱＲコード

★動画の配信 作品の提出(撮影・編集)後、内容を確認のうえ、掲載が可能な作品は随時配信します
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★募集する動画作品

① 日頃からの文化芸術活動の成果の発表や、作品の解説を動画作品にしたものであること

（例）・音楽演奏、ダンス、朗読、演劇などのパフォーマンス

・絵画、工作等美術品等の作品及びその制作風景

② 動画作品は１５分以内のものであること

③ 動画作品の撮影や制作にあたっては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、

新しい生活様式や各分野のガイドラインに即した対策を講じること

④ 動画作品に使用する音楽、映像、シナリオ等の権利処理については、申込者の責任において、

著作権の利用許可等の手続き及び費用負担を行うこと

(例)販売されているＣＤ等の音源の使用、外国曲の演奏

⑤ 動画作品のファイル形式はMP4でなど、ＹｏｕＴｕｂｅでサポートされているものであること

★対象とならない動画作品

① 申込者以外の作品を無断で利用する等、第三者の著作権、肖像権、商標権、所有権、その他

の権利を侵害するもの

② 特定の企業や商品の宣伝・販売活動を主な目的とするもの

③ 宗教的又は政治的な宣伝・主張が含まれるもの

④ 特定の個人又は団体を誹謗中傷することを主な目的とするもの

⑤ 寄附やその他勧誘を主な目的とするもの

⑥ 児童ポルノ、差別的・暴力的言動、ヘイトスピーチ、氏名等を偽った申込みなど、公序良俗に反

するもの

⑦ 日本国憲法、法律、政令、条例等の法令に違反するもの

★その他詳しくは要項をご覧ください
要項・申込書は宇治市芸術文化協会事務局又は宇治市役所文化スポーツ課にあります
宇治市役所ＨＰ（https://www.city.uji.kyoto.jp）からもご覧いただけます

https://www.city.uji.kyoto.jp

